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研究成果の概要（和文）：本研究を通して以下の3点が明らかになった。①ドイツ語圏の宗教ケアはゼールゾル
ゲ（Seelsorge）という呼称で受け継がれてきており、医療現場ではスピリチュアルケアを担う専門職はゼール
ゾルガー（Seelsorger：魂をケアする人）であるという認識が定着している。②宗教性やスピリチャリティが病
気の予防や回復を促す要因となるという実証的研究の増加などによって、病院が教会に人件費を支払う形でゼー
ルゾルゲを雇用するケースが増加している。②現代日本の「死の臨床」において、ゼールゾルゲのようなスピリ
チュアルケアシステムを構築することは極めて困難であるが、幾つかの大学で「臨床宗教師研修」が開始されて
いる。

研究成果の概要（英文）：　The following three points were shown in this study. (1) Religious care in
 the German-speaking world has a rich history under the name of Seelsorge (the care of souls), and 
there is an established awareness of Seelsorgers (people who care for souls) as professionals 
responsible for spiritual care in medical settings. (2) Due to an increase in empirical research on 
the contribution of religion and spirituality to prevent diseases and boost recovery, more and more 
hospitals employ Seelsorgers, paying labor expenses to churches. (3) It is extremely difficult to 
create a spiritual care system similar to that of Seelsorge in modern Japan’s setting of clinical 
death, but programs for interfaith chaplaincy are beginning to be offered at several universities.

研究分野： 宗教哲学

キーワード： 医療と宗教　魂のケア　Seelsorge　スピリチュアルケア　看取り
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１． 研究開始当初の背景 
Spiritual Care の思想的源泉をキリスト

教の Pstoral Care、特に Seelsorge である
という指摘は、平山正実、浜渦辰二など、国
内の精神医学や生命倫理学の文献でもしば
しば見出される。しかし、ドイツ語圏の医
療・福祉現場における Seelsorge の成立と展
開について言及した日本語文献は皆無に近
い。ドイツ語圏の大学神学部や神学校の実践
神学教育では Seelsorge は基本的な教育科
目であり、研究書も少なくない。また、ドイ
ツ国内の中核病院、ホスピス、福祉施設では、
キリスト教の聖職者であるとともに臨床的
なSeelsorge の研修と実習をつんだSeelsor
ger（魂をケアする人)が、患者・家族そして
医療スタッフの「魂のケア」にたずさわって
いる。 
浅見は近年「終末期の患者が表出したスピ

リチュアルペインの研究」（『宗教研究』394 
号）などの終末期医療におけるスピリチュア
ルケアの研究に加えて、「グリーフケアにお
ける回復とは―死者との関係をめぐって―」
（『比較思想研究』36 号）などで、臨床にお
けるGrief CareやSpiritual Care に論及し
てきた。また、この数年、共同研究者ととも
にドイツ国内の高齢者施設、ホスピス、緩和
ケア病棟を訪問し、そこで働く Seelsorger 
たちに話を聞く機会をもってきた。さらに、
浅見・吉田はドイツ語圏の指導的な Seelsor
gerin である Kerstin Lammer；Trauer vers
tehen の共訳『悲しみに寄り添う』（新教出
版社、2013 年 4 月）を刊行した。共同研究
者の谷山は 20012 年４月から東北大学文学
研究科実践宗教学寄附講座において宗教臨
床師（医療・福祉の臨床現場で働く宗教者）
の養成を開始している。 
 
２．研究の目的 
Spiritual Care や Grief Care は現代医療

の Hospice Care、Palliative Care（緩和ケ
ア）の展開において見出されたケアであり、
その思想的源泉はキリスト教の Pastoral 
Care（聖職者によるケア）だと言われる。
Pastoral Care は元来、信者の日常の悩みを
より深い次元から、魂の救いとして導くため
の聖職者の関わり（牧会）であり、ドイツ語
では Seelsorge（ゼールゾルゲ、魂のケア）
と 呼 ばれる 。 ドイツ 語 圏や英 語 圏 の
Spiritual Care の考え方や臨床現場には
Seelsorge における宗教的要素が保持され
ているのに比して、現代日本の医療・福祉現
場における Spiritual Care は宗教的なもの
を排除する傾向がある。本研究の目的は、こ
れまで日本ではほとんど紹介されてこなか
ったドイツ語圏の Seelsorge の成立、展開、
現状を思想史的に研究することによって、今
後のわが国の医療・福祉の臨床現場における
宗教と宗教者の役割を考察することである。 
 
３．研究の方法 

ドイツの医療・福祉機関、神学部、神学校と
連携しながら Seelsorge に関する教科書
（Seelesorgelehre）とその思想的背景、成
立史、医療・福祉的 Seelsorge に関する文献
を収集し、思想史的な考察を行う。また、
Seelsorge に造詣の深いドイツ人研究者を
日本に招聘すると同時に、Seelsorge を育成
しているドイツの神学部、Seelsorge が勤務
している病院、ホスピス、福祉施設施設等を
訪ね、Seelsorge が誕生した歴史的経緯と現
在の活動を現地調査する。さらに、「死生観
とケア」公開研究を開催することによってド
イツ語圏の医療・福祉現場で行われている
Seelsorge における Spiritual Care、Grief 
Care と日本国内における Spiritual Care、
Grief Care との比較研究を行う。それらに
よって、最終的には現代日本における医療、
福祉での終末期ケア、看取りケアと宗教との
関わりについて研究する基盤を形成する。 
 
４． 研究成果 
(1)日本におけるゼールゾルゲ理解 
日本のキリスト教界では伝統的にパストラ
ルケア、ゼールゾルゲをプロテスタント諸派
では「牧会」、カトリックでは「司牧」と訳
してきた。牧会とは字義どおりには「聖職者
（羊飼い）が教会信徒（羊）の魂に配慮し、
教会のための信徒指導や管理をすること」で
あり、かつ「信者の日常の悩みや問題の解決
を図り、魂を救いに導くための聖職者の関わ
りである」と規定できる。そのように、日本
におけるゼールゾルゲの伝統的理解は、個々
の魂への配慮というよりは、教会という集団
を考慮した信者の霊的指導というイメージ
が強かった。 
勿論、欧米の教会では、伝統的に軍隊、病
院、学校、刑務所などで、聖職者が実際にパ
ストラルケアを行ってきたが、その目的はあ
くまで、教会外の場、特に教会に行けない
人々が生活する場所で礼拝をもち、魂の救済
に努めることであった。しかし、今日、ドイ
ツ語圏の病院のゼールゾルガーの働きの実
際は、アメリカにおける病院チャプレンとほ
ぼ同一であり、死の臨床におけるスピリチュ
アルケアの専門職者と見なされている。例え
ば、「臨床パストラル教育研修センター」主
催のドイツ研修に参加した看護学研究者は、
次のような報告を行っている。1 
病院には礼拝堂や祈りの部屋などが確保さ
れ、「Seelsorge」部が設けられている。専門
教育を受けたスピリチュアルケアワーカー
は、医療スタッフやボランティアと共同して
ケアを提供する。歴史的な経緯からしてキリ
スト教のチャプレンがケアワーカーになる
ことが多いが、宗教的な経験だけでなく、人
間の実存的意味や「高次の存在」とのつなが

                                                  
1 中村光江「ドイツの病院におけるスピリチュア
ルケア」秋田大学保健学専攻紀要、19(1)、2011
年、77-83 頁。 



りをケアの課題として捉えている。 
そうした理解に基づけば、現代の病院ゼー
ルゾルゲ（Krankenhaus-Seelsorge）とスピ
リチュアルケアの間の差異は単に言語的な
違いに過ぎないかのようである。しかし、両
者間には歴史的形成過程とそれに由来する
差異が存在する。 
 
(2)ゼールゾルゲの概念的変容 
クリスティアン・メラークリスティアン・
メラー『魂の配慮の歴史』の序論最終節は「ひ
とりの魂の配慮（ゼールゾルゲ）から複数の
魂への配慮（ゼーレンゾルゲ）への変革」で
ある。2 そこでメラーはキリスト思想史の文
脈では、4 世紀から西方教会を中心にラテン
語でクーラ・アニマールム（cura animarum、
諸々の魂への配慮）という用語が登場し、告
解制度（Beichtinstitut）の定着によって、
それが主流になって行ったと記している。ク
ーラ・アニマールムは宗教改革者 M. Luther
（1483-1546)や 17 世紀の P. J. Spener
（1635-1705）では、ドイツ語の複数形でゼ
ーレンゾルゲ（Seelensorge）となり、保守
的伝統的な牧会概念が定着することになる。
ゼールゾルゲはそうした歴史過程を辿って、
牧会（cura animarum generalis）3、すなわ
ち 「 教 会 形 成 、 信 仰 の 養 い と 教 化
（Erbauunug）」の意味合いを強めていった。
そして、ゼーレンゾルゲは魂のケアというよ
り、説教、サクラメントの執行、告解行為と
して行われていった。 
ゼーレンゾルゲからゼールゾルゲへの回帰
は 18 世紀から徐々になされていくが、決定
的な転換点となったのはアメリカを中心に
起こった 20 世紀の臨床パストラル教育
（Clinical Pastral Education ＝CPE）運動
である4。創設者は聖公会の牧師であった
William Palmer Ladd（1870－1941）であり、
1913 年のことである。そして、この新しい形
の聖職教育が医療現場との関わりを深めな
がら広まっていく最も大きな契機となった
のは、Anton T. Boisen（1876-1965）が 1936
年に、自己の精神の罹患の経験から著した
『内的世界（The Exploration of the Inner 
World）』の刊行であった5。それによって臨床
パストラル教育（CPE）は、実践神学におけ
る牧会心理学(Pastoralpsychologie）教育の
有効な手段の一つとなっていった6。 ただし、

                                                  
2 同上、4－48 頁。 
3 cura animarum generalis は cura animarum 
specialis（特別な場合の牧会）と対比的に使用さ
れる。 
4 古澤有峰「死の臨床とスピリチュアリティ－悲
嘆の医療化とターミナルケアの世俗化についての
考察」340 頁。 
5 Anton Boisen; The Exploraition of the Innner 
World － A Study of Mental Disorder and 
Religious Experience,Willet & Clark,1936.  
6 赤坂泉「牧会カウンセリングの確立のために－

ドイツでは、アメリカの牧会理解が心理学と
カウンセリングに過度に傾倒しているとし
て、それ以降も保守的牧会のスタイルが重ん
じられてきた。しかし、戦後の医療における
「死の臨床」の急激な変化、特にホスピスケ
ア、緩和ケアの発展を経て、実践神学教育に
おいては米国的な牧会心理学教育が取り入
れられつつある7。 
今日のドイツ牧会心理学協会（Deutsche 
Gesellschaft für Pastralpsychologie）の
臨床ゼールゾルガー養成コース（Klinische 
Seelsorgeausbildung：KSA)などは、明らか
に CPE を模範にしている。8 そのため、KSA
ではゼールゾルゲを理論的に学ぶだけでは
なく、病院での臨床経験を通して学ぶ実践的
プログラムが大幅に組み込まれている。 
 
(3)ゼールゾルゲのパスラルケアの特徴 
ドイツとアメリカのパストラルケアの教育
システム、臨床活動は一見するとほとんど同
じである。ただし、ドイツのゼールゾルゲの
最大の特徴は 1949 年に制定されたドイツ連
邦共和国基本法（Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland）において、公
的な諸施設での自由な活動が法的に保障さ
れていることである。 
ドイツ連邦共和国（BRD）は市民の宗教的自
由のために、憲法で国内におけるキリスト教
の多数派である２つの宗派－カトリック教
会とドイツ福音主義教会(EKD)に9、公的諸施
設での礼拝とゼールゾルゲを行う権利を認
めている。ただし、これは２つの教会の聖職
者にのみが行使できる権利である。現在イス
ラム教など、他宗教のゼールゾルガーも存在
するが、かれらの施設訪問はあくまで患者の
要望に基づく私的訪問であって、法的な根拠
を有してはいるわけではない10。 
規模の大きな医療施設には専従で、小規模
施設では定期的に地域のゼールゾルガー
                                                                      
牧会神学の構築－」福音主義神学 33 号、2002 年、
5-29 頁。 
7 R.ボーレン著、加藤常明訳『天水桶の深みにて』
の訳者解説参照。 
8 
http://www.pastoralpsychologie.de/sektion-ksa.
html（2014/10/16 アクセス） 
9 第２世界大戦後のドイツ分割まで住民の90％以
上がキリスト教会の教会員であった。世俗化と
DDR における共産主義政権の影響によってキリ
スト教への関心が急激に衰えた。信仰を持たない
人々の割合は旧東ドイツ地域では今日 80％（旧西
ドイツでは約 15％）にのぼる。
http://forwid.de/fileadmin/datenarchiv/Religions
zugehörigkeit/ Religionshörigkeit, 1970, 2011, 
pdf. 参照。現在全ドイツでは住民の約 59.2％が教
会員（カトリック 30.2％、プロテスタントは 29％）
である。http://ekd.de/statistik/downloads.htm
（2014/10/16 アクセス） 
10 イスラム教徒は 2014 年 10 月現在、約 360 万
人で全ドイツ人口の約 4.2％を占める。 



（Heimseelsorger）による訪問が実施されて
いることが多い11。また、専従のゼールゾル
ガーであっても、雇用契約上は病院ではなく
教会の管理下にあり、病院の管理者にはゼー
ルゾルガーに対する指示権限がない。という
のは、ゼールゾルゲに関わる経費負担は原則
的には教会が負担しているからである。その
ため、ゼールゾルゲにおける会話には原則的
に守秘義務があり、共同して患者ケアに当た
る医療スタッフにさえも口外する権限も義
務も持たない。また、諸施設のどこで、どの
ようなゼールゾルゲを行うかの判断も教会
に任されており、かつそれを実施しなければ
ならないという義務も課せられていない。ゼ
ールゾルゲと医療者とは対等な協働者であ
るだけではなく、ゼールゾルガーの活動は基
本的には医療福祉施設の管理下にはないの
である。 
そうしたドイツのゼーゾルゲシステムの現
今 の 最 大 の 問 題 点 は 、 教 会 税
（Kirchensteuer）の減少によってゼールゾ
ルゲを削減せざるを得ない状況に迫られて
いるという教会の財政上の問題である。しか
し、教会の財政不足を補うかのように、近年、
病院が教会に人件費を支払う形でゼールゾ
ルゲを雇用するケースが増加している。その
原因としては①セールゾルゲが市場競争で
優位に働くということ12 、②医療的にはなす
すべのない死者やその遺族に対する支援を
行うことができること、③宗教性やスピリチ
ャリティが病気の予防や回復を促す要因と
なるという実証的研究の増加13などに加えて、
④パラダイム的転換とでも言うべき医療界
の自己理解の変化が挙げられる。 
 
(4)スピリチュアルケア専門職としてのゼー
ルゾルゲ 
1946 年の「WHO 憲章前文の定義」14以来、健
康の維持、増進というヘルスケアの対象は身
体面だけでなく、精神・社会面にまで拡大さ
れ、1999 年の WHO 総会ではスピリチャルな次
元を含む定義が新たに提案された。そのよう

                                                  
11 多くの教会の牧師や司祭は、通常、週のうちの
半日は病院での病床訪問のために時間をとってお
り、加えて教会員の要請に応じて訪問することも
少なくない。 
12 セールゾルゲは医療的ケアの質を向上させ、患
者の満足度を高め、かつ低コストである。 
13   Zwingmann, C/ Moosbrugger,H (Hg.); 
Religiosität: Messverfahren und Studien zu 
Gesundheit und Lebensbewältigung. Neue 
Beiträge zur Religionspsychologie, Münster, 
2004.  Klein, C et al. (Hg.); Gesundheit- 
Religion-Spiritualität. Konzepte, Befunde und 
Erklärungsansätze, Weinheim/München ,2011.  
Well, J,; Ressourcen stärken. Seelsorge für 
Eltern letal erkrankter Kinder, Leipzig 2013. 
usw. 
14 「世界保健機関憲章」、『官報 第 7337 号』1951
年、618 頁。 

に、現代医療は「生物医学モデル（biomedical 
model）」から「生物・心理・社会医学モデル
（biopsychosocial medical model）」を経て、
さらにスピリチュアルな面を含む全人的な
アプローチへと移行してきた。そして、2002
年、WHO は緩和医療に関して、以下のような
新たなケア理解を提唱した15。 
緩和ケアは、生命を脅かす疾患による問題
に直面する患者とその家族に対して、痛みや
その他の身体的、心理的、社会的な問題、さ
らにスピリチュアルな問題を早期に発見し、
的確な評価と処置を行うことによって、苦痛
を予防し、和らげることで、QOL を改善する
行為である。 
そうしたスピリチュアルな次元を含めた
新たな緩和ケアのコンセプト、ないしはホ
リスティックなケアの概念は、死の臨床の
みならず医療行為全体に波及しつつある。
しかし、国家、民族、地域社会の文化的、
特に宗教文化的な背景とスピリチュアルな
次元をいかなるものと捉えるか等によって、
臨床現場での具体的なスピリチュアルケア
システムは異なっている。日本では一部の
キリスト教的、仏教的理念をもつ医療福祉
施設を除くとスピリチュアルケアの専門職
（宗教者、精神科医、臨床心理士であれ）
は稀である。それに比してキリスト教の宗
教的伝統が息づいている英独語圏の医療福
祉の臨床現場ではスピリチュアルケアシス
テムが構築されている。それがキリスト教
的な背景をもつか否かを問わず、ドイツの
規模の大きな病院にはほぼ Krankenhaus- 
Seelsorg の部署が置かれている16。 
また、スピリチュアルケアと宗教の関係を
考える場合、現代のスピリチュアルケアへの
関心が、特定の宗教、思想に動機づけられた
ものではなく、医療保健分野におけるホリス
ティックな患者へのケアの関心から生まれ
たものであって、宗教的な関心から生まれた
ものではないということを忘れてはならな
い。ソンダースの活動に起源を持つ現代のホ
スピス・緩和ケアがスピリチュアリティに着
目したのは、あくまでもそれが患者の健康を
保持、増進、回復するための資源（resource）
として用いることができるが故である。 
ドイツ緩和ケア協会のゼールゾルゲの定

義は「スピリチュアリティ」が「心のあり
方、人生の経験やとりわけ自分の存在を揺
さぶる脅威と遭遇した際に用いる自身の内
側にある精神、人間とは何かという意味付

                                                  
15 http://www.who.int/cancer/paliativ/definition 
/en（2014/10/16 アクセス） 
16 ドイツの市中では Telephon Seelsorge（電話
相談）、Notfall Seelsorge(困りごと相談)、City 
Seelsorge（市の相談所）などの言葉遣いが普通に
行われており、Seelsouge はかなり広く福祉的な
働きの意で用いられていることも多いように思わ
れる。 



けの求め」17である。そして、そうした「意
味づけの求め」が、超越的なもの（人間を
超えたもの）との関係においてなされ、罪
責感からの解放や死後の希望の問題と深く
関わるとすれば、スピリチュアリティは宗
教的な様相をもたざるを得ない場合井が多
い事は確かである18。しかし、人間や人生
の「意味づけ」という実存的な問題は宗教
も含めたより広い人間学的な概念であり得
る。それゆえ、宗教的問いをもたない人々
や宗教的なニーズを必要としない課題に対
するスピリチュアルケアの提供者は、必ず
しも聖職者であるゼールゾルガーである必
要はない（むしろ宗教者でない方がよい）。
それゆえ、現代のチーム医療においては「死
の臨床」に携わるすべての人たちがスピリ
チュアルケアワーカーになり得ると解すべ
きである。 
精神科医 Viktor E. Frankl（1905-1977）
は現代医療においてスピリチュアルケアが
提唱されるかなり以前に、強制収容所での
極限状態の体験に基づいて、『医療的ゼール
ゾルゲ（Ärztliche Seelsorge）』でロゴセ
ラピー（Logotheraphie：意味療法）を提唱
し、その手法として実存分析（Existen- 
zanalyse）を提唱している。19 そこには、
「精神的苦悩（spiritual distress）」にお
いて「患者が自らの人生の中に意味を見出
すのを援助する」という、医療者のゼール
ゾルゲ（＝スピリチュアルケア）の一つの
典例を見出すことができるように思われる。
同書の最終章の最初の節「医療的ゼールゾ
ルゲと司祭的ゼールゾルゲ（Ärztliche 
Seelsorge und priesterliche Seelsorge）」
において、フランクルは医療者と宗教者の
ゼールゾルゲの競合ではなくて、すみ分け、
ないしは協力について語っている20。 
 
 ロゴセラピーが、特に実存分析が求める
ものは医学的指導なのである。この命題は
誤解されてはならない。すなわち医学的指
導は決して宗教の代用品でもなければ、ま
た従来の意味での心理療法の代用でもなく、
すでに述べられたように従来の心理療法の
単なる補充であろうとするのである。かく
れた形而上学的なもののなかにかくまわれ
ていることを知っている宗教的な人間に対
しては、われわれは何も言うべきものをも
たず、何の与えるべきものもないのである。

                                                  
17  Arbeitsdefinition des Arbeitskreises 
Seelsorge1 in der Deutschen Gesellschft für 
Palliativmedizin vom 5.12.2006. 
18 寺窪俊之『スピリチュアルケア入門』三輪書店、
2000 年参照。 
19  Viktor E. Frankl;Grundlagen der 
Logotherapie und Existenzanalyse,Deuticke 
Verlag, Wien, 1946. 
20 V. E. フランクル、霜山徳哉爾訳『死と愛 実
存分析入門』第２１刷、みすず書房、2013 年、260
頁。 

問題それ自身は、宗教的ではない人間が彼
を深く動かしている或る世界観的な諸問題
に対する答えを渇望しつつ医師に向かう時
に生じることなのである。 
従って医学的指導ということが宗教の代
用ではないかと疑われるならば、われわれ
ははっきりとそれを否定することができる。
ロゴセラピーあるいは実存分析においても、
われわれはなお医師であり、医師であるこ
とを欲するのである。われわれは司祭と競
争しようと思っていない。ただわれわれは
医学的処置の圏内から踏み出して医学的行
為の可能性をくみつくそうと欲するだけな
のである。そこでかかる可能性が存するこ
と、及びいかにそれが実現されうるかとい
うことが示されねばならない。 
しかし、死に逝く人々や死別の悲嘆の中

にある人々に寄り添い、その痛みや問題に
対処する最もよき援助者となり得るのは、
信条として死を理解し、解き明かし、それ
を儀礼化してきた宗教者であると思われる。
そうした点で聖職者であるゼールゾルガー
はスピリチュアルケアの専門職に最も相応
しい存在だと考える。例えばしかし、公共
の場面から宗教を排除してしまった現代日
本の「死の臨床」において、ドイツ、アメ
リカのようなスピリチュアルケアシステム
を構築することは極めて困難である。それ
故、東北大学や龍谷大学ですすめられてい
る「臨床宗教師研修」は一見ドンキホーテ
的ではあるが、日本の「死の臨床」におけ
るスピリチュアルケアの欠落を見据えた勇
敢で、かつ有意義な試みだと考える。また、
そうした試みを後押しするかのように、死
の臨床における宗教の関わりの実態報告や
宗教ケアの必要性と有用性に関する論考も
散見されるようになってきている21。 
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